
 
 

東京都市計画地区計画の変更（練馬区決定） 

都市計画石神井公園駅南地区地区計画をつぎのように変更する。 

 

名  称 石神井公園駅南地区地区計画 

位  置 ※  練馬区石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目および石神井町五丁目各地内 

面  積 ※  約 15.6ha 

地区計画の目標 

本地区は、西武池袋線石神井公園駅の南側に位置し、古くから周辺地域の中心として栄えてきた駅前商業地や都立石神井

公園に隣接した閑静な住宅地からなる地区である。 

鉄道の連続立体交差事業や交通広場等の整備により、魅力的なまちへと変貌を続けている一方、周辺の道路には歩道がな

く、歩行者、自転車および自動車が輻輳
ふくそう

しており、歩行者に危険な状況が生じている等の課題を抱えていることから、地域

からも改善を求められている。 

練馬区都市計画マスタープラン（平成２７年１２月）では、石神井公園駅周辺を練馬区西部の地域拠点として位置付けて

おり、災害に強く、区民生活を豊かにするにぎわいづくりを進めることや、街並み景観に配慮し、良好な住宅地を保全する

ことなどを掲げている。また、地区計画による建築物の規制・誘導や市街地再開発事業を推進し、土地の高度利用を図るこ

とにより、商業・業務環境を高めることや、都市計画道路や石神井公園通りなどの道路網整備を進め交通環境を改善すると

ともに、災害に強い安全なまちを目指して防災性の向上を図り、地域拠点としての機能を高めることを掲げている。「石神井

公園駅周辺地区まちづくり全体構想」や「練馬区景観計画」では、石神井公園と一体となったみどりを大切にしたまちづく

りや駅周辺の歩いて楽しいまちなみ景観づくりを目指すとしている。 

今後、市街地再開発事業と併せて、東京都市計画道路補助線街路第２３２号線（以下「補助２３２号線」という。）の整備

を推進するとともに、東京都市計画道路補助線街路第１３２号線（以下「補助１３２号線」という。）周辺地区のまちづくり

や商店街通りの街並み整備を進め、地域生活を支える拠点である駅を中心として、商店街、石神井公園が連続した魅力あふ

れるみどりを大切にしたまちの実現を目指す。 

このため、以下の目標を定める。 

１ 駅周辺や幹線道路沿道における土地の高度利用を図るとともに、商業・業務施設の集積と活性化を促進し、活動的でに

ぎわいのあるまちを形成する。 

２ 壁面の後退によるまちの特色を生み出す空間の創出および商店街通りの再整備等により、歩いて楽しい街並み景観を形

成する。 

３ 建替え更新等により、みどり豊かで開放感のある街並みや防災性・快適性の高い良好な住環境を形成する。 

 

土地利用の方針 

立地特性を踏まえて本地区をつぎのように区分し、それぞれの地区の方針を定める。 

なお、将来的な在り方の検討を予定している石神井庁舎においては、その検討結果に対応していく。  

１ 鉄道地区 

西武池袋線石神井公園駅と一体となったにぎわいを創出するとともに、鉄道高架下に周辺環境と調和した商業・業務系

の土地利用を誘導する。 

２ 駅前商業地区Ａ、駅前商業地区Ｂ 

石神井公園の風情や周辺環境に配慮しながら、幹線道路の整備と併せて、商業地のにぎわいを感じる地域の顔として、 
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土地利用の方針 

土地の有効利用を促進し、まちの活性化および高度利用を図る。 

あわせて、市街地再開発事業により公共公益施設を整備し、区民利便性の更なる向上を図る。 
３ 沿道商業地区 

富士街道沿道の商業地として、周辺環境に配慮し、建築物の中層化を図る。 

４ 商店街地区Ａ、商店街地区Ｂ、商店街地区Ｃ 
幹線道路の整備に伴う商店街通りの再整備および土地の有効利用の促進により、商店街利用者が安全で安心して買物す

ることができ、よりにぎわいのある商業空間を形成する。 

５ 商業・住宅共存地区 
商業地に隣接する店舗と住宅が共存する地区として調和を図り、幹線道路沿道では延焼遮断帯の形成を促し、良好な環

境を形成する。 

６ 補助１３２号線沿道地区 
住宅と店舗等が調和した補助１３２号線沿道にふさわしい土地利用を誘導し、沿道の緑化を促進するとともに、既存の

みどりを生かした居住環境を保全する。また、延焼遮断帯の形成により、防災性の向上を図る。 

７ 住宅地区 

石神井公園に隣接する閑静でみどり豊かな住宅地として、沿道の緑化を促進するとともに、良好な居住環境を保全する。 

地区施設の整備の方針 

地区内の道路、緑地および公共空地について、その整備の方針をつぎのように定める。 

１ 道路 

駅や公園等へのアクセスの向上や歩行者の安全性・利便性の高い道路交通機能の確保、街中の界わい性・防災性の向上

のため、区画道路を整備する。 

２ 緑地 

潤いのある快適な環境を維持するとともに、補助１３２号線沿道について、みどり豊かな環境を形成するため、緑地を

整備する。 

３ その他の公共空地 

市街地再開発事業により創出される歩行者空間等について、維持・向上を図るため、広場、歩道状空地、歩行者用通路

および緩衝空地を地区施設に位置付ける。 

建築物等の整備の方針 

１ 鉄道地区では周辺商業地と連携したにぎわいを創出し、周辺環境と調和した街並みを形成するため、建築物等の用途の

制限、建築物等の高さの最高限度および建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。 

２ 駅前商業地区、沿道商業地区、商店街地区および商業・住宅共存地区では、駅前や商店街にふさわしい健全な商業集積

を促進し、石神井公園の風情が感じられ、にぎわいのある調和のとれた街並みを形成するため、建築物等の用途の制限お

よび建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。 

また、土地の高度利用を促進するとともに、防災性の向上やにぎわいと開放感のある商業空間を形成するため、建築物

の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建

築物等の高さの最高限度および垣または柵の構造の制限を定める。なお、駅前商業地区Ｂ、商店街地区および商業・住宅

共存地区では、壁面の位置の制限等を定めることにより、道路上の採光・通風等を確保しながら、道路幅員による建築物

の容積率の制限、道路斜線の緩和制度を活用する。 
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３ 補助１３２号線沿道地区および住宅地区では、住宅と店舗等の調和を図り、街並み景観に配慮し良好な住環境を確保す

るため、建築物等の用途の制限（住宅地区を除く。）および建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。 

また、防災性の向上、快適で安全な居住環境の維持および沿道の緑化を促進するため、建築物の敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限および垣または柵の構造の制限を定める。 

４ 駅前においては、市街地環境の改善に資する建築物を誘導するとともに、駅から公園に向かって徐々に建築物の高さを

抑えながらスカイラインを整えるため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

５ 建築物等の整備に際しては、地域の景観や環境に十分配慮するものとする。 

その他当該地区の 

整備、開発および 

保全に関する方針 

地区内の良好な自然環境の維持・保全のため、保護樹木や鳥獣保護区に指定されている稲荷神社等の既存樹木の保全に努

める。 

また、補助１３２号線の周辺にある緑道や屋敷林等を維持・保全し、接道部の緑化と併せ、駅から公園へつながるみどり

のネットワークの形成を図る。 

地区内の生活幹線道路については、沿道の状況等を勘案しながら、地区施設へ位置付けることの検討を行う。 
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種 類 名  称 幅  員 延  長 面  積 備  考 

道 路 

 区画道路１号※ 6.3～8.1ｍ 約 380ｍ ― 既  設 

区画道路２号 7.1～7.3ｍ 約 120ｍ ― 一部拡幅 

区画道路３号 6.0ｍ 約 120ｍ ― 一部拡幅 

区画道路４号 4.0ｍ 約 180ｍ ― 拡  幅 

区画道路５号 4.0ｍ 約 120ｍ ― 拡  幅 

 区画道路６号※ 8.5～10.7ｍ 約 60ｍ ― 拡  幅 

 区画道路７号※ 7.2～8.6ｍ 約 35ｍ ― 既  設 

区画道路８号 6.0ｍ 約 190ｍ ― 一部拡幅 

緑 地 

緑地１号 ― ― 約 170 ㎡ 既  設 

緑地２号 ― ― 約 70㎡ 新  設 
緑地３号 ― ― 約 90㎡ 新  設 
緑地４号 ― ― 約 380 ㎡ 既  設 

その他の 

公共空地 

広場１号 ― ― 約 60 ㎡ 新  設 

広場２号 ― ― 約 110 ㎡ 新  設 

歩道状空地１号 2.5ｍ 約 100ｍ ― 新  設 

歩道状空地２号 3.5ｍ 約 90ｍ ― 新  設 

歩行者用通路 4.0ｍ 約 30ｍ ― 新設（１階レベル） 

緩衝空地 2.0ｍ 約 50ｍ ― 新  設 
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地区の 

区分 

名称 鉄道地区 
駅前商業地区 沿道商業

地区 

商店街地区 商業・住宅

共存地区 

補助１３２号

線沿道地区 
住宅地区 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 

面積 約 1.1ha 約 2.2ha 約 1.6ha 約 0.3ha 約 0.5ha 約 0.7ha 約 0.5ha 約 3.8ha 約 1.9ha 約 3.0ha 

建築物等の 

用途の制限※ 

つぎに掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。  

 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第６項および第９項

に規定する営業に供する建築物 

２ 補助１３２号線、補助２３２号線、南

口交通広場、区画道路１号、区画道路２

号および区画道路３号に面する建築物の

地上１階部分を、住宅、共同住宅、寄宿

舎または下宿およびこれらに附属する自

動車車庫（以下「住宅等」という。）の用

途に供するもの。ただし、住宅等の出入

口等の用に供する場合および区長が別に

定める基準に適合すると認める場合は、

この限りでない。 

   １ ホテル

または旅館 

２ 葬祭場 

３ ボーリ

ング場、ス

ケート場、

水泳場、ス

キー場、ゴ

ルフ練習

場および

バッティ

ング練習

場 

４ 自動車

教習所 

― 

 １ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

２ カラオケボックスその他これ

に類するもの 

３ 風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第２条第９

項に規定する営業に供する建築物 

   

建築物の 

容積率の 

最高限度※ 

― 

１ 前面道路（前面道路が２以上ある場合は、その幅員が最大のも

の）に計画図に表示する壁面の位置の制限が定められている敷地

は、以下の数値とする。 

― 

⑴ 壁面の位置の制限１-１号、

１-２号、２-１号、２-２号ま

たは２-３号が定められている

敷地においては、10 分の 50 と

する。 

⑵ 壁面の位置の制限３号が定

められている敷地においては、

10 分の 48 とする。 

⑶ 壁面の位置の制限４号が定

められている敷地においては、

10 分の 36 とする。 

⑴ 壁面

の 位 置

の 制 限

１-２号

が 定 め

ら れ て

い る 敷

地 に お

いては、

10 分の

40 とす

る。 

⑵ 壁面 

⑴ 壁面

の 位 置

の 制 限

３ 号 が

定 め ら

れ て い

る 敷 地

に お い

ては、10

分の 40

とする。 

⑴ 壁面の位

置 の 制 限

４ 号 が 定

め ら れ て

い る 敷 地

に お い て

は、10 分の

30 とする。 
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建築物の 

容積率の 

最高限度※ 

 

 

の 位 置

の 制 限

４ 号 が

定 め ら

れ て い

る 敷 地

に お い

ては、10

分の 36

とする。 

  

 

２ 壁面の位置の制限が定められていない敷地においては、前面道路

（前面道路が２以上ある場合は、その幅員が最大のもの）の幅員の

メートルの数値に10分の6を乗じて得た数値と用途地域に関する都

市計画に定められた容積率のいずれか小さい方とする。 

建築物の敷地面

積の最低限度 
― 80 ㎡ 100 ㎡ 

壁面の位置 

の制限 

計画図３に表示する壁面の位置の制限が定められている部分においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱（ベランダ

およびバルコニー等ならびに道路の路面の中心または広場の地表面から高さ 3.5ｍ以下の部分に設ける軒および出窓等を含

む。以下「外壁等」という。）の面から道路境界線、道路中心線または広場境界線までの距離は、以下の定めによらなければ

ならない。 

１ 壁面の位置の制限１－１号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、

高さ(道路の路面の中心からの高さによる。この欄において以下同じ。)20ｍ以下の部分は２ｍ以上とし、20ｍを超える部

分は 5.5ｍ以上とする。 

２ 壁面の位置の制限１－２号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、

高さ 20ｍ以下の部分は２ｍ以上とし、20ｍを超える部分は３ｍ以上とする。ただし、前面道路の線形に段差等があること

により、街並みが不一致となると区長が認める場合の後退距離については、この限りでない。  

３ 壁面の位置の制限１－３号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、

２ｍ以上とする。 

４ 壁面の位置の制限２－１号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、

高さ 20ｍ以下の部分は 0.5ｍ以上とし、20ｍを超える部分は５ｍ以上とする。 

５ 壁面の位置の制限２－２号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、

高さ 20ｍ以下の部分は 0.5ｍ以上とし、20ｍを超える部分は 2.5ｍ以上とする。 

６ 壁面の位置の制限２－３号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、

高さ 20ｍ以下の部分は１ｍ以上とし、20ｍを超える部分は５ｍ以上とする。 

７ 壁面の位置の制限３号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、高さ 
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壁面の位置 

の制限 

20ｍ以下の部分は１ｍ以上とし、20ｍを超える部分は 3.5ｍ以上とする。 

８ 壁面の位置の制限４号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路中心線までの距離は、高さ

13ｍ以下の部分は３ｍ以上とし、13ｍを超える部分は６ｍ以上とする。ただし、壁面の位置の制限が２面以上（同一の制

限が２面以上の場合を含む。）定められている角敷地においては、壁面の位置の制限４号が定められている部分における建

築物の外壁等の面から区画道路中心線までの距離を、１面に限り３ｍ以上とすることができる。 

９ 壁面の位置の制限５号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から区画道路境界線までの距離は、2.5ｍ

以上とする。 

10 壁面の位置の制限６号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、3.5ｍ以上

とする。 

11 壁面の位置の制限７号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、１ｍ以上

とする。 

12 壁面の位置の制限８号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から広場境界線までの距離は、１ｍ以上

とする。 

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限 

壁面の位置の制限により建築物が後退した区域については、門、塀、擁壁、広告物、自動販売機等交通の妨げとなるよう

な工作物を設置してはならない。ただし、公益上必要なもので用途上または構造上やむを得ないものは、この限りでない。 

建築物等の高

さの最高限度 

35ｍ 
 １ 35

ｍ。た

だし、

面積が

1,000

㎡以上

の敷地

で、区

長が別

に定め

る基準

に適合

し、市

街地環

境の改

善に資

すると

認める 

１ 25ｍ １ 20ｍ １ 17ｍ 
  

― 

ただ 

し、面積

が 1,000

㎡以上の

敷地で、

区長が別

に定める

基準に適

合し、市

街地環境

の改善に

資すると

認める場

合は、こ

の限りで

ない。 

― 
 

１ 面積が 2,000

㎡ 以 上 の 敷 地

で、前面道路に

接する全ての部

分に歩道状空地

（幅員３ｍ以上

で上空まで開放

されたものをい

う。以下同じ。）

を設けた建築物

は、50ｍ。ただ

し、敷地面積の

規模および歩道

状空地について

は、区長がこれ

と同等以上に市

街地環境の改善 
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に資すると認め

る場合は、この

限りでない。 

２ 第１項の建築

物以外は、35ｍ 

３ つぎに掲げる

建築物にあって

は、前２項の規

定 は 適 用 し な

い。 

⑴ 現に存する

建 築 物 の う

ち、その高さ

が、高さの最

高限度を超え

る建築物で、

区長が別に定

める基準に適

合し、周辺環

境への配慮が

されていると

認めるもの 

⑵ 面積が 

2,000 ㎡以上

の敷地で、都

市計画法第８

条第１項第３

号の規定に基

づく高度利用

地区内または

建築基準法第

59 条の２第１

項の規定に基

づき特定行政 

場合

は、こ

の限り

でな

い。 

     

２ 高さが 10

ｍを超える

建築物で、冬

至日におい

て、商業・住

宅共存地区

内の土地に

日影を生じ

させるもの

は、商業・住

宅共存地区

内にある建

築物とみな

して、商業・

住宅共存地

区において

定める建築

物等の高さ

の最高限度

に関する事

項の第２項

の規定を適

用する。 

   ２ 高さが 10ｍを超える建

築物で、冬至日において、

商業・住宅共存地区内の

土地に日影を生じさせる

ものは、商業・住宅共存地

区内にある建築物とみな

して、商業・住宅共存地区

において定める建築物等

の高さの最高限度に関す

る事項の第２項の規定を

適用する。 

 ２ 高さが 10ｍを超える建築物は、冬至日の真太

陽時による午前８時から午後４時までの間にお

いて、平均地盤面からの高さ４ｍの水平面に、敷

地境界線からの水平距離が５ｍを超え 10ｍ以内

の範囲においては４時間以上、10ｍを超える範

囲においては 2.5 時間以上日影となる部分を生

じさせることのないものとしなければならな

い。同一の敷地内に２以上の建築物がある場合

においては、これらの建築物を一の建築物とみ

なす。ただし、建築物の敷地が道路その他これに

類するものに接する場合または建築物の敷地と

これに接する隣地との高低差が著しい場合は、

緩和措置を以下のように定める。 

⑴ 建築物の敷地が道路、線路敷その他これら

に類するものに接する場合においては、当該

道路、線路敷その他これらに類するものに接

する敷地境界線は、当該道路、線路敷その他こ

れらに類するものの幅の２分の１だけ外側に

あるものとみなす。ただし、当該道路、線路敷

その他これらに類するものの幅が 10ｍを超え

るときは、当該道路、線路敷その他これらに類

するものの反対側の境界線から当該敷地の側

に水平距離５ｍの線を敷地境界線とみなす。 

⑵ 建築物の敷地の平均地盤面が隣地またはこ

れに連接する土地で日影の生ずるものの地盤

面（隣地またはこれに連接する土地に建築物

がない場合においては、当該隣地またはこれ

に連接する土地の平均地表面をいう。）より１ 
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さの最高限度 

庁の許可を受

けた建築物 

  ｍ以上低い場合においては、その建築物の敷

地の平均地盤面は、当該高低差から１ｍを減

じたものの２分の１だけ高い位置にあるもの

とみなす。 

 

       

建築物等の形

態または色彩

その他の意匠

の制限 

１ 建築物の形態・意匠は、周辺環境や都市景観に配慮するものとする。  

２ 屋根および外壁等の色彩は、原色の使用を避けるとともに、落ち着いた色合いのものとする。 

３ 屋外広告物や広告板、屋上設置物等は、安全で街並みに配慮するものとする。 

垣または柵の 

構造の制限 
― 

道路に面して設ける垣また

は柵の構造は、生け垣または

フェンス等の透視可能な構造

とする。ただし、高さ 80cm 以

下の部分は、この限りでない。 

   

 

１ 道路に面して設ける垣または柵の構造は、生け垣またはフェンス等の透視

可能な構造とする。ただし、高さ 80cm 以下の部分は、この限りでない。 

２ 敷地が接する道路に沿って、つぎの算定式により算出した割合（35％を限

度）以上の部分に樹木を植える等、緑化すること。ただし、敷地の利用上等

やむを得ない場合は、この限りでない。 

（算定式） 

Y=0.7(X-4.0)+20.0 

X は、敷地が道路に接する長さ（ｍ） 

Y は、道路に面した部分に緑化をする割合（％） 
   

※は知事協議事項 
「区域、地区の区分、地区施設の配置および壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理由：市街地再開発事業と併せて、補助２３２号線の整備を推進するとともに、補助１３２号線周辺地区のまちづくりや商店街通りの街並み整備を進
め、地域生活を支える拠点である駅を中心として、商店街、石神井公園が連続した魅力あふれるみどりを大切にしたまちの実現を目指すため、地
区計画を変更する。 

 



 

変 更 概 要 

  は、変更箇所および追加箇所を示す。 

石神井公園駅南地区地区計画 

事項 旧 新 摘 要 

位置 
練馬区石神井町一丁目および三丁目各地内 練馬区石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目およ

び石神井町五丁目各地内 

区域変

更 

面積 約１４.０ha 約 15.6ha 面積変

更 

地区計画の目標 

本地区は、西武池袋線石神井公園駅の南側に位置

し、古くから周辺地域の中心として栄えてきた駅前

商業地や都立石神井公園に隣接した良好な住宅地か

らなる地区である。 

練馬区都市計画マスタープランにおいては、練馬

区西部の地域拠点として位置づけられ、駅周辺は歩

行環境の向上を図り、商業・業務施設の集積と活性

化を促すとともに、住宅地では街並み景観に配慮し、

みどりの保全やまちの緑化などに取り組み、良好な

住環境の保全を図るとしている。また、「石神井公

園駅周辺地区まちづくり全体構想」や「練馬区景観

計画」では、災害に強く、石神井公園と一体となっ

た緑を大切にしたまちづくりや駅周辺の歩いて楽し

いまちなみ景観づくりを目指すとしている。  

現在、西武池袋線の連続立体交差事業や都市計画

道路補助 132 号線および補助 232 号線、南口交通広

場等の整備が進められ、まちの変化とともに、これ

ら事業とあわせた一体的なまちづくりが求められて

いる。 

そこで、土地の高度利用や商業施設の集積を促進

し、練馬主要区道 33 号線(庁舎通り･公園通り)をは

じめとする道路網の整備・改善を進めることで、地

域拠点としての機能を高めるとともに、緑豊かで開

放感のある街並みおよび防災性・快適性の高い良好

な住環境を形成することを目標とする。 

本地区は、西武池袋線石神井公園駅の南側に位置し、古くから周辺地域の中心

として栄えてきた駅前商業地や都立石神井公園に隣接した閑静な住宅地からな

る地区である。 

鉄道の連続立体交差事業や交通広場等の整備により、魅力的なまちへと変貌を

続けている一方、周辺の道路には歩道がなく、歩行者、自転車および自動車が輻輳
ふくそう

しており、歩行者に危険な状況が生じている等の課題を抱えていることから、地

域からも改善を求められている。 

練馬区都市計画マスタープラン（平成２７年１２月）では、石神井公園駅周辺

を練馬区西部の地域拠点として位置付けており、災害に強く、区民生活を豊かに

するにぎわいづくりを進めることや、街並み景観に配慮し、良好な住宅地を保全

することなどを掲げている。また、地区計画による建築物の規制・誘導や市街地

再開発事業を推進し、土地の高度利用を図ることにより、商業・業務環境を高め

ることや、都市計画道路や石神井公園通りなどの道路網整備を進め交通環境を改

善するとともに、災害に強い安全なまちを目指して防災性の向上を図り、地域拠

点としての機能を高めることを掲げている。「石神井公園駅周辺地区まちづくり

全体構想」や「練馬区景観計画」では、石神井公園と一体となったみどりを大切

にしたまちづくりや駅周辺の歩いて楽しいまちなみ景観づくりを目指すとして

いる。 

今後、市街地再開発事業と併せて、東京都市計画道路補助線街路第２３２号線

（以下「補助２３２号線」という。）の整備を推進するとともに、東京都市計画

道路補助線街路第１３２号線（以下「補助１３２号線」という。）周辺地区のま

ちづくりや商店街通りの街並み整備を進め、地域生活を支える拠点である駅を中

心として、商店街、石神井公園が連続した魅力あふれるみどりを大切にしたまち

の実現を目指す。 

このため、以下の目標を定める。 

１ 駅周辺や幹線道路沿道における土地の高度利用を図るとともに、商業・業務 

地区整

備計画

の策定

に伴う

変更お

よび現

状に合

わせた

記述の

整理 



 

地区計画の目標 

 施設の集積と活性化を促進し、活動的でにぎわいのあるまちを形成する。 

２ 壁面の後退によるまちの特色を生み出す空間の創出および商店街通りの再

整備等により、歩いて楽しい街並み景観を形成する。 

３ 建替え更新等により、みどり豊かで開放感のある街並みや防災性・快適性の

高い良好な住環境を形成する。 
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土地利用の方針 

立地特性を踏まえて本地区を６つに区分し、それ

ぞれの地区の方針をつぎのように定める。 

1 駅前商業地区 

石神井公園の風情や周辺環境に配慮し、商業地の

賑わいを感じる地域の顔として、土地の有効利用を

促進し、街の活性化を図る。 

2 沿道商業地区 

富士街道沿道の商業地として、周辺環境に配慮

し、建築物の中層化を図る。 

3 商店街地区Ａ、商店街地区Ｂ、商店街地区Ｃ 

商店街利用者が安全で安心して買物することが

でき、土地の有効利用を促進し、賑わいのある商業

空間を形成する。 

4 商業・住宅共存地区 

商業地に隣接する店舗と住宅が共存する地区とし

て調和を図り、良好な環境を形成する。 

5 幹線道路沿道地区 

防災性の向上を踏まえた土地の有効利用を図り、

沿道の緑化環境を形成するとともに、既存の緑を活

かした居住環境を保全する。 

6 住宅地区 

石神井公園に隣接する閑静で緑豊かな住宅地と

して、良好な居住環境を保全する。 

立地特性を踏まえて本地区をつぎのように区分し、それぞれの地区の方針を定
める。 

なお、将来的な在り方の検討を予定している石神井庁舎においては、その検討
結果に対応していく。 
１ 鉄道地区 

西武池袋線石神井公園駅と一体となったにぎわいを創出するとともに、鉄道
高架下に周辺環境と調和した商業・業務系の土地利用を誘導する。 

２ 駅前商業地区Ａ、駅前商業地区Ｂ 

石神井公園の風情や周辺環境に配慮しながら、幹線道路の整備と併せて、商
業地のにぎわいを感じる地域の顔として、土地の有効利用を促進し、まちの活
性化および高度利用を図る。 

あわせて、市街地再開発事業により公共公益施設を整備し、区民利便性の更
なる向上を図る。 

３ 沿道商業地区 

富士街道沿道の商業地として、周辺環境に配慮し、建築物の中層化を図る。 
４ 商店街地区Ａ、商店街地区Ｂ、商店街地区Ｃ 

幹線道路の整備に伴う商店街通りの再整備および土地の有効利用の促進に

より、商店街利用者が安全で安心して買物することができ、よりにぎわいのあ
る商業空間を形成する。 

５ 商業・住宅共存地区 

商業地に隣接する店舗と住宅が共存する地区として調和を図り、幹線道路沿
道では延焼遮断帯の形成を促し、良好な環境を形成する。 

６ 補助１３２号線沿道地区 

住宅と店舗等が調和した補助１３２号線沿道にふさわしい土地利用を誘導
し、沿道の緑化を促進するとともに、既存のみどりを生かした居住環境を保全
する。また、延焼遮断帯の形成により、防災性の向上を図る。 

７ 住宅地区 

石神井公園に隣接する閑静でみどり豊かな住宅地として、沿道の緑化を促進

するとともに、良好な居住環境を保全する。 

地区整

備計画

の策定

に伴う

変更 
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地区施設の整備

の方針 

地区内の道路および公共空地について、その整備

の方針をつぎのように定める。 

1 道路 

駅や公園等へのアクセスの向上や歩行者の安全

性・利便性の高い道路交通機能の確保、街中の界わ

い性・防災性の向上のため、生活幹線道路、主要生

活道路および区画道路を整備する。 

なお、その他の生活幹線道路および主要生活道路

については、地区の状況により整備するものとす

る。 

2 その他の公共空地 

潤いある快適な環境を維持するため、緑道および

緑地を確保する。都市計画道路補助 132 号線につい

ては、緑豊かな沿道を形成するため、緑地等を配置

する。 

地区内の道路、緑地および公共空地について、その整備の方針をつぎのように

定める。 

１ 道路 

駅や公園等へのアクセスの向上や歩行者の安全性・利便性の高い道路交通機

能の確保、街中の界わい性・防災性の向上のため、区画道路を整備する。 

２ 緑地 

潤いのある快適な環境を維持するとともに、補助１３２号線沿道について、

みどり豊かな環境を形成するため、緑地を整備する。 

３ その他の公共空地 

市街地再開発事業により創出される歩行者空間等について、維持・向上を図

るため、広場、歩道状空地、歩行者用通路および緩衝空地を地区施設に位置付

ける。 

地区整

備計画

の策定

および

まちづ

くりの

進捗に

伴う変

更 

建築物等の整備

の方針 

1 商業の集積を促進するとともに、健全な商業地を

形成するため、建築物等の用途の制限を定める。 

2 商業地の土地の高度利用を促進するとともに、賑

わいと開放感のある商業空間を形成するため、商店

街通り（生活幹線道路１号、主要生活道路１号およ

び２号）ならびに区画道路１号および２号の沿道に

ついて、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地

面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域

における工作物の設置の制限および建築物等の高

さの最高限度を定めることにより、道路上の採光・

通風等を確保しながら、道路幅員による建築物の容

積率の制限、道路斜線の適用を緩和する。 

3 駅から公園に向かって徐々に建築物の高さを抑

えながらスカイラインを整えるため、建築物等の高

さの最高限度を定める。 

4 石神井公園の風情が感じられ、賑わいある調和の

とれた街並みを形成するため、建築物等の形態また

は色彩その他の意匠の制限を定める。 

5 防災性を向上し、快適で安全な居住環境を維持す

るため、建築物の敷地面積の最低限度、垣またはさ 

１ 鉄道地区では周辺商業地と連携したにぎわいを創出し、周辺環境と調和した

街並みを形成するため、建築物等の用途の制限、建築物等の高さの最高限度お

よび建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。 

２ 駅前商業地区、沿道商業地区、商店街地区および商業・住宅共存地区では、

駅前や商店街にふさわしい健全な商業集積を促進し、石神井公園の風情が感じ

られ、にぎわいのある調和のとれた街並みを形成するため、建築物等の用途の

制限および建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。 

また、土地の高度利用を促進するとともに、防災性の向上やにぎわいと開放

感のある商業空間を形成するため、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地

面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制

限、建築物等の高さの最高限度および垣または柵の構造の制限を定める。なお、

駅前商業地区Ｂ、商店街地区および商業・住宅共存地区では、壁面の位置の制

限等を定めることにより、道路上の採光・通風等を確保しながら、道路幅員に

よる建築物の容積率の制限、道路斜線の緩和制度を活用する。 

３ 補助１３２号線沿道地区および住宅地区では、住宅と店舗等の調和を図り、

街並み景観に配慮し良好な住環境を確保するため、建築物等の用途の制限（住

宅地区を除く。）および建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定め

る。 

また、防災性の向上、快適で安全な居住環境の維持および沿道の緑化を促進

するため、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域に 

地区整

備計画

策定に

伴う変

更 



 

区
域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等の整備

の方針 

くの構造の制限を定める。 おける工作物の設置の制限および垣または柵の構造の制限を定める。 

４ 駅前においては、市街地環境の改善に資する建築物を誘導するとともに、駅

から公園に向かって徐々に建築物の高さを抑えながらスカイラインを整える

ため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

５ 建築物等の整備に際しては、地域の景観や環境に十分配慮するものとする。 

 

その他当該地区

の整備、開発お

よび保全に関す

る方針 

地区内の良好な自然環境の維持・保全のため、保

護樹木や鳥獣保護区に指定されている稲荷神社等の

既存樹木の保全に努める。 

地区内の良好な自然環境の維持・保全のため、保護樹木や鳥獣保護区に指定さ

れている稲荷神社等の既存樹木の保全に努める。 

また、補助１３２号線の周辺にある緑道や屋敷林等を維持・保全し、接道部の

緑化と併せ、駅から公園へつながるみどりのネットワークの形成を図る。 

地区内の生活幹線道路については、沿道の状況等を勘案しながら、地区施設へ

位置付けることの検討を行う。 

地区整

備計画

策定に

伴う内

容の追

加 

  

地
区
整
備
計
画 

位置 練馬区石神井町一丁目および三丁目各地内 ― 削除 

面積 約８.８ha ― 削除 

地
区
施
設
の
配
置
お
よ
び
規
模 

種類 名  称 幅 員 延 長 備考 名  称 幅 員 延 長 面 積 備考 

地区整

備計画

策定に

伴う地

区施設

の追加

および

まちづ

くりの

進捗に

伴う規

定の変

更 

道路 

生活幹線道路１号※ 10.0ｍ 約260ｍ 拡幅 区画道路１号※ 6.3～8.1ｍ 約380ｍ ― 既設 

主要生活道路１号※ 8.0ｍ 約120ｍ 拡幅 区画道路２号 7.1～7.3ｍ 約120ｍ ― 一部拡幅 

主要生活道路２号 7.0ｍ 約120ｍ 拡幅 区画道路３号 6.0ｍ 約120ｍ ― 一部拡幅 

区画道路１号 4.0ｍ 約180ｍ 拡幅 区画道路４号 4.0ｍ 約180ｍ ― 拡幅 

区画道路２号 4.0ｍ 約120ｍ 拡幅 区画道路５号 4.0ｍ 約120ｍ ― 拡幅 

― ― ― ― 区画道路６号※ 8.5～10.7ｍ 約60ｍ ― 拡幅 

― ― ― ― 区画道路７号※ 7.2～8.6ｍ 約35ｍ ― 既設 

― ― ― ― 区画道路８号 6.0ｍ 約190ｍ ― 一部拡幅 

緑地 

― ― ― ― 緑地１号 ― ― 約170㎡ 既設 

― ― ― ― 緑地２号 ― ― 約70㎡ 新設 

― ― ― ― 緑地３号 ― ― 約90㎡ 新設 

― ― ― ― 緑地４号 ― ― 約380㎡ 既設 



 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
お
よ
び
規
模 

その他の 

公共空地 

― ― ― ― 広場１号 ― ― 約60㎡ 新設  

― ― ― ― 広場２号 ― ― 約110㎡ 新設 

― ― ― ― 歩道状空地１号 2.5ｍ 約100ｍ ― 新設 

― ― ― ― 歩道状空地２号 3.5ｍ 約90ｍ ― 新設 

― ― ― ― 歩行者用通路 4.0ｍ 約30ｍ ― 
新設 

(１階レベル) 

― ― ― ― 緩衝空地 2.0ｍ 約50ｍ ― 新設 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名
称 

駅前 
商業 

地区 

沿道 
商業 
地区 

商店街地区 
商業・
住宅共
存地区 

鉄
道
地

区 

駅前商業地区 
沿道
商業

地区 

商店街地区 
商業・
住宅共
存地区 

補助１

３２号
線沿道
地区 

住

宅
地
区 

地区整

備計画
策定に
伴う対

象地区
の追加
および

区域変
更 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 

面
積 

約3.0ha 

約

0.3h
a 

約0.4ha 
約

0.7ha 

約

0.5
ha 

約

3.9ha 

約

1.1
ha 

約2.2ha 
約

1.6ha 

約 

0.3ha 

約

0.5ha 

約

0.7
ha 

約
0.

5h
a 

約

3.8ha 

約

1.9ha 

約
3.

0h
a 

建築物等の

用途の制限

※ 

つぎに掲げる用途に供する建築物は建築してはならな
い。 

つぎに掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。  
地区整

備計画

の策定

に伴う

対象地

区の追

加およ

びまち

づくり

の進捗

に伴う 

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律第 2 条第 6 項および第 9 項
に規定する営業の用途に供する建築物 

2 東京都市計画道路補助線街路第 132 号
線および第 232 号線、南口交通広場、生活
幹線道路１号、主要生活道路１号または２

号に面する建築物の地上１階部分で、住
宅、共同住宅、寄宿舎または下宿およびこ
れらに付属する自動車車庫の用途に供す

るもの（以下「住宅等」という。） 

 １ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第
２条第６項および第９項に規定する営業に供する建築物 

２ 補助１３２号線、補助２３２号線、南口交通広場、区

画道路１号、区画道路２号および区画道路３号に面する
建築物の地上１階部分を、住宅、共同住宅、寄宿舎また
は下宿およびこれらに附属する自動車車庫（以下「住宅

等」という。）の用途に供するもの。ただし、住宅等の
出入口等の用に供する場合および区長が別に定める基準
に適合すると認める場合は、この限りでない。 

 

１ ホ
テル
また

は旅
館 

２ 葬

祭場 
３ ボ

ーリ

ング 

― 



 

  

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の

用途の制限

※ 

ただし、住宅等の出入り口に類するもの

および区長が別に定める基準に適合する
と認める場合はこの限りでない。 

  
 

場、

スケ
ート 

 
規定の

変更 

      場、
水泳
場、

スキ
ー
場、

ゴル
フ練
習場

およ
びバ
ッテ

ィン
グ練
習場 

４ 自
動車
教習

所 

  

 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場その他これらに類するもの 

2 カラオケボックスその他これに

類するもの 
3 風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第 2 条第 9 項

に規定する営業の用途に供する建
築物 

  １ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 
２ カラオケボックスその他これに類するもの 
３ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律第２条第９項に規定する営業に供する建築物 

 

  

    

  

建築物の容

積率の最高

限度※ 

1 前面道路（前面道路が２以上ある場合は、その幅員が

最大のもの）に計画図に表示する壁面の位置の制限が定

められている敷地は、以下の数値とする。 ― 

１ 前面道路（前面道路が２以上ある場合

は、その幅員が最大のもの）に計画図に表

示する壁面の位置の制限が定められてい

る敷地は、以下の数値とする。 

―  



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の容

積率の最高

限度※ 

(1)壁面の位置の制限１-１

号、１－２号、２－１号ま

たは２－２号が定められ

ている敷地においては、10

分の 50 とする。 

(2)壁面の位置の制限３号

が定められている敷地は、

10 分の 48 とする。 

(3)壁面の位置の制限４号

が定められている敷地は、

10 分の 36 とする。 

   

 
 

⑴ 壁面の位置の制限

１-１号、１-２号、２

-１号、２-２号または

２-３号が定められて

いる敷地においては、

10分の50とする。 

⑵ 壁面の位置の制限

３号が定められてい

る敷地においては、10

分の48とする。 

⑶ 壁面の位置の制限

４号が定められてい

る敷地においては、10

分の36とする。 

 

 

  
 

  

まちづ

くりの

進捗に

伴う規

定の変

更 

 

 

      

 (1)壁面の位置の制限３号が定

められている敷地においては、

10分の40とする。 
  

⑴ 壁面の位置

の制限３号が

定められてい

る敷地におい

ては、10分の

40とする。 

 

       
  

 

  
 

 

  
     

 (1)壁面の位置の制限１-２号が定め

られている敷地においては、10分の

40とする。 

(2)壁面の位置の制限４号が定められ

ている敷地は、10分の36とする。 

 (1)壁面の位置の制限４号が

定められている敷地におい

ては、10分の30とする。 

 
 

 ⑴ 壁面の位置の制

限１-２号が定め
られている敷地に
おいては、10分の

40とする。 
⑵ 壁面の位置の制
限４号が定められ

ている敷地におい
ては、10分の36と
する。 

  
⑴ 壁面の位置

の制限４号が

定められてい

る敷地におい

ては、10 分の

30 とする。 

 

    
 

 

  

     

   

    

2 壁面の位置の制限が定められていない敷地にお

いては、前面道路（前面道路が二以上ある場合は、
その幅員が最大のもの）の幅員のメートルの数値に
10 分の 6 を乗じて得た数値と用途地域に関する都

市計画に定められた容積率のいずれか小さい方と
する。 

 ２ 壁面の位置の制限が定められていな

い敷地においては、前面道路（前面道
路が２以上ある場合は、その幅員が最
大のもの）の幅員のメートルの数値に

10 分の６を乗じて得た数値と用途地
域に関する都市計画に定められた容積
率のいずれか小さい方とする。 

  



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

80 ㎡ ― 80 ㎡ 100 ㎡ 

地区整

備計画

の策定

に伴う

対象地

区の追

加 

壁面の位置 

の制限 

計画図に表示する壁面の位置の制限が定められて

いる部分においては、建築物の外壁またはこれに代

わる柱（ベランダおよびバルコニー等ならびに道路

の路面の中心から高さ 3.5ｍ以下の部分に設ける軒

および出窓等を含む。以下「外壁等」という。）の

面から道路境界線または道路中心線までの距離は、

以下の定めによらなければならない。 

計画図３に表示する壁面の位置の制限が定められている部分においては、建築

物の外壁またはこれに代わる柱（ベランダおよびバルコニー等ならびに道路の路

面の中心または広場の地表面から高さ 3.5ｍ以下の部分に設ける軒および出窓

等を含む。以下「外壁等」という。）の面から道路境界線、道路中心線または広

場境界線までの距離は、以下の定めによらなければならない。 

１ 壁面の位置の制限１－１号が定められている部分においては、建築物の外壁

等の面から区画道路境界線までの距離は、高さ(道路の路面の中心からの高さ

による。この欄において以下同じ。)20ｍ以下の部分は２ｍ以上とし、20ｍを

超える部分は 5.5ｍ以上とする。 

２ 壁面の位置の制限１－２号が定められている部分においては、建築物の外壁

等の面から区画道路境界線までの距離は、高さ 20ｍ以下の部分は２ｍ以上と

し、20ｍを超える部分は３ｍ以上とする。ただし、前面道路の線形に段差等が

あることにより、街並みが不一致となると区長が認める場合の後退距離につい

ては、この限りでない。 

３ 壁面の位置の制限１－３号が定められている部分においては、建築物の外壁

等の面から区画道路境界線までの距離は、２ｍ以上とする。 

４ 壁面の位置の制限２－１号が定められている部分においては、建築物の外壁

等の面から区画道路境界線までの距離は、高さ 20ｍ以下の部分は 0.5ｍ以上と

し、20ｍを超える部分は５ｍ以上とする。 

５ 壁面の位置の制限２－２号が定められている部分においては、建築物の外壁

等の面から区画道路境界線までの距離は、高さ 20ｍ以下の部分は 0.5ｍ以上と

し、20ｍを超える部分は 2.5ｍ以上とする。 

地区整

備計画

の策定

に伴う

対象壁

面の追

加およ

びまち

づくり

の進捗

に伴う

規定の

変更 

1 壁面の位置の制限 1-1 号が定められている部分

においては、建築物の外壁等の面から道路境界線ま

での距離は、高さ(道路の路面の中心からの高さに

よる。この欄において以下同じ)20m 以下の部分は

0.5m 以上とし、20m を超える部分は 4m 以上とする。 

2 壁面の位置の制限 1-2 号が定められている部分

においては、建築物の外壁等の面から道路境界線ま

での距離は、高さ 20m 以下の部分は 0.5m 以上とし、

20m を超える部分は 1.5m 以上とする。 

3 壁面の位置の制限 2-1 号が定められている部分

においては、建築物の外壁等の面から道路境界線ま

での距離は、高さ 20m 以下の部分は 0.5m 以上、20m

を超える部分は 5m以上とする。 

4 壁面の位置の制限 2-2 号が定められている部分

においては、建築物の外壁等の面から道路境界線ま 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置

の制限 

での距離は、高さ 20m 以下の部分は 0.5m 以上、20m

を超える部分は 2.5m 以上とする。 

5 壁面の位置の制限 3 号が定められている部分に

おいては、建築物の外壁等の面から道路境界線まで

の距離は高さ 20m 以下の部分は 0.5m 以上、20m を

超える部分は 3m 以上とする。 

6 壁面の位置の制限 4 号が定められている部分に

おいては、建築物の外壁等の面から道路中心線まで

の距離は、高さ 13m 以下の部分は 3m 以上、13m を

超える部分は 6m 以上とする。ただし、壁面の位置

の制限が 2 面以上(同一の制限が 2 面以上の場合を

含む。)定められている角敷地においては、壁面の

位置の制限 4 号が定められている部分における建

築物の外壁等の面から道路中心線までの距離を、1

面に限り 3m 以上とすることができる。 

 

６ 壁面の位置の制限２－３号が定められている部分においては、建築物の外壁

等の面から区画道路境界線までの距離は、高さ 20ｍ以下の部分は１ｍ以上と

し、20ｍを超える部分は５ｍ以上とする。 

７ 壁面の位置の制限３号が定められている部分においては、建築物の外壁等の

面から区画道路境界線までの距離は、高さ 20ｍ以下の部分は１ｍ以上とし、

20ｍを超える部分は 3.5ｍ以上とする。 

８ 壁面の位置の制限４号が定められている部分においては、建築物の外壁等の

面から区画道路中心線までの距離は、高さ 13ｍ以下の部分は３ｍ以上とし、13

ｍを超える部分は６ｍ以上とする。ただし、壁面の位置の制限が２面以上(同

一の制限が２面以上の場合を含む。)定められている角敷地においては、壁面

の位置の制限４号が定められている部分における建築物の外壁等の面から区

画道路中心線までの距離を、１面に限り３ｍ以上とすることができる。 

９ 壁面の位置の制限５号が定められている部分においては、建築物の外壁等の

面から区画道路境界線までの距離は、2.5ｍ以上とする。 

10 壁面の位置の制限６号が定められている部分においては、建築物の外壁等の

面から道路境界線までの距離は、3.5ｍ以上とする。 

11 壁面の位置の制限７号が定められている部分においては、建築物の外壁等の

面から道路境界線までの距離は、１ｍ以上とする。 

12 壁面の位置の制限８号が定められている部分においては、建築物の外壁等の

面から広場境界線までの距離は、１ｍ以上とする。 

 

壁面後退区

域における

工作物の設

置の制限 

壁面の位置の制限により建築物が後退した区域に

ついては、門、へい、擁壁、広告物、自動販売機、

植栽のための工作物等交通の妨げとなるような工作

物を設置してはならない。ただし、公益上必要なも

ので用途上または構造上やむを得ないものはこの限

りでない。 

壁面の位置の制限により建築物が後退した区域については、門、塀、擁壁、広

告物、自動販売機等交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただ

し、公益上必要なもので用途上または構造上やむを得ないものは、この限りでな

い。 

地区整

備計画

の策定

に伴う

対象地

区の追

加およ

びそれ

に併せ

た文言

整理 



 

地
区
整
備
計
画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の

高さの最高

限度 

建築物等の高さは、以下のとおりとする。 ― 

地区整
備計画
の策定
に伴う
対象地
区の追
加およ
びまち
づくり
の進捗
に伴う
規定の
変更 

1 35ｍ以

下 
1 25ｍ以下 

1 20ｍ以下 

35

ｍ 

１ 面積が 2,000
㎡以上の敷地で、

前面道路に接す
る全ての部分に
歩道状空地（幅員

３ｍ以上で上空
まで開放された
ものをいう。以下

同じ。）を設けた
建築物は、50ｍ。
ただし、敷地面積

の規模および歩
道状空地につい
ては、区長がこれ

と同等以上に市
街地環境の改善
に資すると認め

る場合は、この限
りでない。 

２ 第１項の建築

物以外は、35ｍ 
３ つぎに掲げる
建築物にあって

は、前２項の規定
は適用しない。 
⑴ 現に存する

建築物のう
ち、その高さ
が、高さの最

高限度を超え
る建築物で、
区長が別に定

める基準に適 

１ 35
ｍ。 

ただ 
し、 

１ 25ｍ １ 20ｍ １ 

17

ｍ 

ただし、

現に存する

建築物のう

ち、その高

さが、高さ

の最高限度

を超える建

築物で、区

長が別に定

める基準に

適合し、周

辺環境への

配慮がされ

ていると認

める場合お

よ び面積

1,000 ㎡以

上 の敷地

で、区長が

別に定める

基準に適合

し、市街地

環境の改善

に資すると

認める場合

は、この限

りでない。 

― 

 ただ 
し、面積
1,000 ㎡
以上の敷
地で、区
長が別に
定める基
準に適合
し、市街
地環境の
改善に資
すると認
める場合
は、この
限りでな
い。 

 

 

 

― 

― た

だし、
面 積
が

1,000
㎡ 以
上 の

敷 地
で、区
長 が

別 に
定 め
る 基

準 に
適 合
し、市

街 地
環 境
の 改

善 に
資 す
る と

認 め
る 場
合は、

こ の
限 り
で な

い。 

― 

  
面積が 
1,000 ㎡以
上の敷地

で、区長が
別に定め
る基準に

適合し、市
街地環境
の改善に

資すると
認める場
合は、この

限りでな
い。 

 

   
  



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の

高さの最高

限度 

2 高さが 10ｍを超える建築物で、冬至日
において、商業・住宅共存地区内の土地に
日影を生じさせるものは、日影を生じさせ

る地区内に、当該建築物があるものとみな
して、商業・住宅共存地区において定める
建築物等の高さの最高限度に関する事項

の第 2項の規定を適用する。 

 

 

合し、周辺環
境への配慮が
されていると

認めるもの 
⑵ 面積が 

2,000 ㎡以上

の敷地で、都
市計画法第８
条第１項第３

号の規定に基
づく高度利用
地区内または

建築基準法第
59条の２第１
項の規定に基

づき特定行政
庁の許可を受
けた建築物 

   ２ 高さが
10ｍを超
える建築

物で、冬
至日にお
いて、商

業・住宅
共存地区
内の土地

に日影を
生じさせ
る も の

は、商業・
住宅共存
地区内に

ある建築
物とみな
して、商

業・住宅
共存地区
において

定める建
築物等の
高さの最

高限度に
関する事
項の第２

項の規定
を適用す
る。 

 

 

２ 高さが 10ｍを超える建築物
は、冬至日の真太陽時による午
前８時から午後４時までの間
において、平均地盤面からの高
さ４ｍの水平面に、敷地境界線
からの水平距離が５ｍを超え
10ｍ以内の範囲においては４
時間以上、10ｍを超える範囲に
おいては2.5時間以上日影とな
る部分を生じさせることのな
いものとしなければならない。
同一の敷地内に２以上の建築
物がある場合においては、これ
らの建築物を一の建築物とみ
なす。ただし、建築物の敷地が
道路その他これに類するもの
に接する場合または建築物の
敷地とこれに接する隣地との
高低差が著しい場合は、緩和措
置を以下のように定める。  
⑴ 建築物の敷地が道路、線路
敷その他これらに類するも
のに接する場合においては、
当該道路、線路敷その他これ
らに類するものに接する敷
地境界線は、当該道路、線路
敷その他これらに類するも
のの幅の２分の１だけ外側
にあるものとみなす。ただ
し、当該道路、線路敷その他
これらに類するものの幅が
10ｍを超えるときは、当該道
路、線路敷その他これらに類
するものの反対側の境界線
から当該敷地の側に水平距
離5ｍの線を敷地境界線とみ
なす。 

   
2 高さが10ｍを超える建築物は、冬至日の真太陽時
による午前8時から午後4時までの間において、平
均地盤面からの高さ 4ｍの水平面に、敷地境界線か

らの水平距離が5ｍを超え10ｍ以内の範囲において
は4時間以上、10ｍを超える範囲においては2.5時
間以上日影となる部分を生じさせることのないもの

としなければならない。同一の敷地内に２以上の建
築物がある場合においては、これらの建築物を一の
建築物とみなす。ただし、建築物の敷地が道路その

他これらに類するものに接する場合または建築物の
敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合
は、緩和措置を以下のように定める。 
(1)建築物の敷地が道路、線路敷その他これらに類す
るものに接する場合においては、当該道路、線路敷
その他これらに類するものに接する敷地境界線は、
当該道路、線路敷その他これらに類するものの幅の
２分の１だけ外側にあるものとみなす。ただし、当
該道路、線路敷その他これらに類するものの幅が10
ｍを超えるときは、当該道路、線路敷その他これら
に類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に
水平距離5ｍの線を敷地境界線とみなす。 
(2)建築物の敷地の平均地盤面が隣地またはこれに連
接する土地で日影の生ずるものの地盤面（隣地また
はこれに連接する土地に建築物がない場合において
は、当該隣地はこれに連接する土地の平均地表面を
いう。）より1ｍ以上低い場合においては、その建築
物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から 1ｍを減
じたものの２分の１だけ高い位置にあるものとみな
す。 

 

 

  
２ 高さが 10ｍを超え

る建築物で、冬至日に
おいて、商業・住宅共
存地区内の土地に日

影を生じさせるもの
は、商業・住宅共存地
区内にある建築物と

みなして、商業・住宅
共存地区において定
める建築物等の高さ

の最高限度に関する
事項の第２項の規定
を適用する。 

 

  

  



 

 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の
高さの最高
限度 

  

   ⑵ 建築物の敷地の平均地盤
面が隣地またはこれに連接
する土地で日影の生ずるも

のの地盤面（隣地またはこれ
に連接する土地に建築物が
ない場合においては、当該隣

地またはこれに連接する土
地の平均地表面をいう。）よ
り１ｍ以上低い場合におい

ては、その建築物の敷地の平
均地盤面は、当該高低差から
１ｍを減じたものの２分の

１だけ高い位置にあるもの
とみなす。 

 

 

   

建築物等の
形態または
色彩その他
の意匠の制
限 

1 建築物の形態・意匠は、周辺環境や都市景観に配
慮するものとする。 

2 屋根および外壁等の色彩は、原色の使用を避ける
とともに、落ち着いた色合いのものとする。 
3 屋外広告物や広告板、屋上設置物等は、安全で街

並みに配慮するものとする。 

１ 建築物の形態・意匠は、周辺環境や都市景観に配慮するものとする。 
２ 屋根および外壁等の色彩は、原色の使用を避けるとともに、落ち着いた色合

いのものとする。 
３ 屋外広告物や広告板、屋上設置物等は、安全で街並みに配慮するものとする。 

地区整
備計画
の策定
に伴う
対象の
追加 

垣または柵
の構造の制

限 

建築物の周囲に垣またはさくを設ける場合は、生
垣またはフェンス等の透視可能な構造とする。ただ

し、高さ８０ｃｍ以下の部分はこの限りでない。 

― 

  

地区整
備計画
の策定
に伴う
対象地
区の追
加およ
び新た
な規定
の追加 

道路に面して
設ける垣または
柵の構造は、生け

垣またはフェン
ス等の透視可能
な構造とする。た

だし、高さ 80 ㎝
以下の部分は、こ
の限りでない。 

 

  
１ 道路に面して設ける垣または柵の構造は、生

け垣またはフェンス等の透視可能な構造とす
る。ただし、高さ 80 ㎝以下の部分は、この限り

でない。 
２ 敷地が接する道路に沿って、つぎの算定式に

より算出した割合（35％を限度）以上の部分に

樹木を植える等、緑化すること。ただし、敷地
の利用上等やむを得ない場合は、この限りでな
い。 



 

※は知事協議事項 
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物
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に
関
す
る
事
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垣または柵
の構造の制

限 

    

（算定式） 
Y=0.7(X-4.0)+20.0 

X は、敷地が道路に接する長さ（ｍ） 
Y は、道路に面した部分に緑化をする割合（％）  

  

 


